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質 疑 個別事項（その３）について 

 

 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問等がございましたら、よろし

くお願いいたします。それでは、最初に長島委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。103 ページにある各論点についてコメントいたし

ます。 

  

  

 

 １つ目の「主治医と介護支援専門員との連携について」です。 

 

 平成 12 年度に介護保険制度が施行されて以来、特に診療所の医師は主治医とし

て主治医意見書を記載するなど多くの貢献をしてきました。 

 

 診療報酬においても、本日の資料にもあるとおり、機能強化加算等の要件にも介

護との連携は組み込まれており、多くの医師が取り組んでいるところです。 

 

 同時改定に向けた意見交換会において、医療と介護、双方向のコミュニケーショ

ンがやはり重要であるということを再確認したことや、10月４日に審議した「在宅

（その２）」のところで申し述べたように、顔が見える関係性が重要であることはそ

のとおりですが、それを実現することの難しさも調査結果に示されているとおりで

す。 
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 24ページ、25ページに示されているとおり、医療機関にとって、介護保険に対す

る対応は既に広まっている種類の機能であると言えますので、いかに連携を意味の

あるものにしていくかという質的な視点が重要であると言えます。 
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 また、サービス担当者会議や地域ケア会議に参加することについては現在、多く

の主治医が時間的にも、また自院を会議場所として提供するなどして空間的にもほ

ぼボランティアで参加していることはご理解いただきたいと思います。 

 

 そして、その中で、これだけの外来を担当する医師が参加していることはきちん

と評価されるべきであると考えます。 

 

 また、今回は会議を通じての連携が提案されておりますが、それはさまざまな方

法の中の１つであります。 

 

 ケアマネージャーに対する診療情報提供料の評価のあり方や、ケアマネージャー

側において、医療に関して理解が深まり、さまざまな連携をさらに進めていくため

の方策など、さまざまな方法を検討した上で、現場にとって、また状況に応じて、

一番無理なく実効的な方法を検討すべきと考えます。 

  

  
  

 ２つ目の「医療機関と高齢者施設等との連携について」です。 

 

 コロナ禍において、介護保険施設などにおける感染対策や、クラスター発生時の

医療の脆弱性が明らかになりました。 

 

 医療機関は、高齢者施設等に対してさまざまな支援を行っており、コロナ特例に

おいて、高齢者に必要なリハビリテーションや入退院支援を中心に、特例の評価を

拡大したことは妥当な対策であったと考えています。 

 

 後期高齢者の増加が見込まれる 2040 年に向けては、医療機関との連携はさらに

強化しなければならず、高齢者が住み慣れた環境で最期を迎えるためにも、高齢者

施設等に対する医療的支援は高く評価されるべきであります。 
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 また、同時改定に向けた意見交換会でも触れられたところですが、協力医療機関

のあり方については、特定機能病院と連携するなどの実態に即していない連携では

なく、在支診・在支病、有床診療所や中小病院が運営する地域包括ケア病棟などと

連携するなど、求められる病床機能や機能分化に応じた実効性のある連携が進むよ

うな評価のあり方を検討すべきであります。 

 

 その際、協力医療機関であることについては、現在、何の評価もありませんが、

日頃から患者さんの病歴などについて、介護保険施設と情報を共有しておくことや、

急変時の対応などについて、ＩＣＴも可能なら活用しながら、連携を深めていくこ

とは重要なポイントであり、介護保険施設側からも検討が必要であると思います。 

 

 例えば、事前に情報のない介護保険施設から要請があり、実際に往診に行ってみ

ると、多くの利用者が複数の疾患に罹患していて、診療が容易でないことがありま

す。また、人生の最終段階の意思決定などの状況なども把握する必要があり、非常

に苦労するケースが多くあります。これらの困難さと苦労を考えますと、通常の往

診よりも高く評価されるべきですが、現行では給付調整の中、非常に低く抑えられ

ていると認識しています。 

 

 ただし、本来であれば、介護保険施設は利用料の中で、日常的な医学管理が行わ

れていることに鑑みますと、単に医療保険の給付より、これまで以上の医療提供を

行うということではなく、介護保険においても一定負担をしていただく必要もある

かと思われます。 

 

 

 

 ３つ目の「障害福祉サービスとの連携」について、本日の資料でも示されており

ますが、障害者支援施設では、訪問診療に関わる費用が障害福祉サービスで評価さ

れており、十分な治療やケアを提供することは困難になっているという課題がある

と承知しております。 
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 障害サービスと医療の連携は、これまであまり注力されてこなかった領域ですが、

事務局の指摘のとおり、障害者も高齢化が進んでいることや、特老では末期の悪性

腫瘍患者については、一定の場合に介護保険ではなく医療保険で訪問診療を算定で

きることになっています。 

 

 このことを踏まえれば、介護保険施設と同様に訪問診療を行えるようにすること

は、今の時代の状況とニーズに合っており、今回のトリプル改定において対応して

はどうかと考えます。 

 

 ただし、さまざまな障害特性や個々の状況に応じて、適切に医療・介護・障害福

祉サービスを受けられる体制を推進することが必要となりますので、悪性腫瘍患者

への対応は１つのきっかけとして、実施する場合にはしっかり検証を行い、施設入

所者の高齢化等に対応できる医療の給付範囲の検討を継続していく必要があると

考えます。 

 

 また、特別なコミュニケーション支援を要するものや、強度行動障害の状態のも

のについては、論点にありますように、入院前に医療機関と本人・家族、あるいは

障害福祉サービス事業所等と事前調整を行うことで円滑になる可能性もあると考

えております。 

 

 コロナ禍では、特別なコミュニケーション支援が必要な障害児・者の入院につい

て、医療機関に柔軟な対応を求める取扱いも示されましたが、その中で、重度訪問

介護事業者は、医療機関に入院する利用者に対して、重度訪問介護を提供するにあ

たり、医療機関や相談支援事業者等と十分に調整、連携を図りながら支援を行って

いく必要性も示されております。 

 

 その結果も確認しつつ、そういった事例については、コロナ流行下に限らず、平

時においても評価する。例えば、入退院支援加算の対象にすることなども考えられ

るのではないでしょうか。 

 

 現行の算定要件でも、一定程度、入退院支援加算の算定が可能な場合もあるかも

しれませんが、トリプル改定ですので、障害福祉サービスの特性に応じた評価が可

能になるよう検討すべきと考えます。私からは以上です。 
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 はい、ありがとうございました。それでは、ほかにいかがでしょうか。それでは

江澤委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。では論点に沿って申し上げさせていただきます。 

 

 

 

 まず現状、主治医からケアマネージャー、またケアマネージャーから主治医への

双方の情報提供による報酬算定は低調であります。現在、ケアマネージャーから主

治医への情報提供の書式の簡略化の見直しも行われていますけれども、書式がやっ

ぱり、活用される仕組みの導入が重要と考えております。 

 

 今後、85歳以上の高齢者が増加し、医療と介護の複合的なニーズを持つ患者さん

が増加するため、医療現場においては生活の視点に基づいた医療提供、一方、介護

現場では医療の視点に基づいた介護サービスの提供が重要となりますので、双方に

情報を求める仕組みを組み入れることが必要と考えております。 

  

 
 

 続きまして、高齢者施設の連携におきましては、先ほど長島委員も申しておりま

すとおり、在支診・在支病、あるいは地ケア病棟を有するような中小病院や有床診

が日頃から連携することが重要であります。 
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 そのポイントは、定期的に顔の見える関係でありまして、また介護側から気軽に

声をかける関係性が大切であると思います。 

 

 連携のあり方としては、コロナ禍において高齢者施設と医療機関の連携の観点で、

電話による対応方針の相談、あるいは緊急の往診、あるいは入院の要否の判断およ

び入院が必要な際の入院調整というものが既に実績がありますので、そういったも

のが参考になるのではないかなと思います。 

 

 これらの取組につきましては、医療機関には診療報酬で、高齢者施設側には介護

報酬で手当てする仕組みも考えられるのではないかというふうに思います。 

 

 また、これらの、こういった連携体制に在宅医、あるいは特養の配置医師も含め

て、在宅医や配置医師が対応困難な際のバックアップサポート体制を構築すること

も検討すべきというふうに思います。 

 

 また、連携に関しまして、老健や介護医療院は医療費が包括方式でありますが、

最近はパーキンソン病や糖尿病、あるいは慢性心不全等の治療薬に高額なものも増

えてきておりますので、医療連携に支障をきたすほどの高額の薬剤については出来

高で算定可とする検討も行うべきではないかと思います。 

 

 また、老健に緊急往診に行った際には薬剤費が算定できないという給付調整にも

なっておりますので、そのあたりもいろいろな視点から考慮すべき点だというふう

に思います。 

  

 

 

 続きまして、「障害福祉サービスとの連携について」でございます。 
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 入院中の重度訪問介護利用におきましては、入院前に重度訪問介護を利用してい

ることが前提の要件となっておりますけれども、在宅では家族がケアをしているケ

ースもありましたり、それから入院中に状況が悪化して重度の障害支援区分となる

場合もありますので、入院前に重度訪問介護を利用していなくても入院中の重度訪

問介護が利用できる仕組みというのも、ニーズに応じて検討すべき課題ではないか

というふうに思います。 

 

 また、障害者も年々、高齢化が進んでおりまして、高齢者特有の身体合併症を有

する方も増えているところでございます。したがいまして、介護保険の主治医とケ

アマネージャーの連携と同様に、かかりつけ医と障害福祉サービスの相談支援専門

員の連携が非常に重要ではないかというふうに思っております。 

 

 したがいまして、相談支援専門員がサービス等利用計画を策定する際には、かか

りつけ医からの情報提供を求める仕組みというのも、障害福祉サービスの報酬改定

とも連携して必要ではないかというふうに思っております。 

 

 また、医療的ケア児も年々増加しているところですけれども、成人期へ移行する

医ケア児も増えてきている中で、かかりつけ医が、小児科医から成人を対象とする、

成人を診る医師に変更する場合もありますので、そういったところの十分な連携の

担保、あるいは学校医とかかりつけの連携による医療的ケア児の支援というのも重

要であることを申し上げておきたいと思います。 

 

 あわせまして、そのほかの放課後等デイサービスにおいても、質の向上に向けた

アセスメントの質を高めていくだけためにも、かかりつけ医からの情報提供を踏ま

えたアセスメントの実施、連携強化を障害者部会のほうでは要望させていただいて

いるところでございます。 

 

 最後に、障害者支援施設等における医療機関との連携強化、感染症対応力の向上

につきましては、診療報酬の感染対策向上加算の連携の仕組みを参考に取り組むこ

とも考慮すべきと思います。以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。それでは続きまして、林委員、お願いいたしま

す。 
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